
指標 

（厚労省提出指標）

Process

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子 身体抑制を実施した延べ日数（A、B、C 共通） ６歳以下およびセンサーマットを除く 

分母 
Ａ）当月の身体抑制を実施した実患者数  

Ｂ）当月の入院患者延べ数（退院患者延べ数含む）   

Ｃ）複数スタッフで検討した記録のある回数 

収集期間 １ヶ月毎  

調整方法 

身体抑制 

○改善の検討をしている中で身体抑制の対象抽出の方法に漏れが生じていることが発覚、抽出方法を変更し、

より正確なデータが抽出できるように改善した。また、カルテ記載から指標を抽出している検討間隔について

は記載の文言にばらつきがあり、文言の統一が可能か検討している。（あおもり協立病院） 

○師長会で集計したデータの共有。改善に向けた活動はこれからの課題。（甲府協立病院） 

○指標については医療安全管理会議および医療安全推進委員会での報告に活用しています。（京都あすかい病

院） 

○現在は看護師が日誌などから手作業で数値を算出しているが、作業に時間がかかる。電子カルテから自動で

算出できないかシステム担当者と開発中。自動算出のためには電子カルテに正しく記載されていないなどの課

題が残る。（城北病院） 

○「②数字の収集、把握ができず報告できない」を選択している病院もある。 

 A）B）C）ともに回答病院は昨年より減少しました。 

うち、年間通してデータ提出があったのはA)52病院、B)50病院、C)43病院でした。 

A)抑制日数は数値で見ると1人当たりの抑制日数は減少しているように見えますが、個別で見ると昨年最大値

を示した病院が2021年は外れ値となっています。また、最小値を示した病院は2021年では増加しています。一

方で昨年より1週間も縮めている病院があります。 B)抑制割合では昨年と変化はありませんでした。 

 C)解除・軽減の検討頻度では、若干日数が伸びています。 

 2020年度の診療報酬改定により、看護体制を見直す病院も多数ありました。その中で医療活動を維持してい

くために抑制に頼らざるを得ない状況も発生しています。また、解除に向けての複数スタッフでの検討が難し

い状況もあります。2022年度、更なる診療報酬改定によりこれまで以上に患者との関りが希薄となっていくこ

とが懸念されます。民医連事業所として人権が守られる医療・看護・介護を他職種と協力して提供していきま

しょう。 

この指標では、一日のうち一時的に解除できたとしても、抑制日数としては１日と計算されます。データ入

力で「0」と入力されている月もありますので確認をお願いします。 

Ａ）医療保険適用病床における身体抑制患者1人あたり抑制日数、 
Ｂ）医療保険適用病床における抑制割合、 
Ｃ）解除・軽減の検討間隔（検討のべ日数/抑制のべ回数） 57

指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

改善・運用事例など 

2021年間数値報告 

・身体抑制の実態を把握し、早期に抑制解除を行う努力が継続されているかどうかを検証する。 

A）最小値 3.28    25％値  9.57   中央値 13.33   75％値 16.40   最大値 19.95 

B) 最小値 0.00    25％値  0.06   中央値  0.09   75％値  0.14   最大値  0.20 

C) 最小値  0.71    25％値  1.02    中央値  1.36    75％値   7.96   最大値  15.37 

回答病院 A)57病院 B)58病院  C)54病院 

考察・分析 
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